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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第１区分
【発行日】平成24年2月2日(2012.2.2)

【公開番号】特開2010-146973(P2010-146973A)
【公開日】平成22年7月1日(2010.7.1)
【年通号数】公開・登録公報2010-026
【出願番号】特願2008-326008(P2008-326008)
【国際特許分類】
   Ｆ２１Ｓ   8/04     (2006.01)
   Ｆ２１Ｖ  14/00     (2006.01)
   Ｆ２１Ｖ  14/04     (2006.01)
   Ｆ２１Ｙ 105/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｆ２１Ｓ   8/04    １００　
   Ｆ２１Ｖ  14/00    ２００　
   Ｆ２１Ｖ  14/04    　　　　
   Ｆ２１Ｙ 105:00    １００　

【手続補正書】
【提出日】平成23年12月7日(2011.12.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００２】
　光量や、光の方向を変化させることのできる可変光源装置としては、種々の装置が提案
されている。
　例えば、図９に示すように、筐体１０内に棒状の光源ランプ１１を配置し、開状態にお
いて反射機能を有するシャッタ１２Ａ、１２Ｂを開閉自在に装着した光源装置が提案され
ている。このシャッタ１２Ａ、１２Ｂは支持部１３Ａ、１３Ｂによって開閉自在となるよ
うに形成されている（特許文献１）。
　この光源装置は露光用光源として、用いられ、高度の位置精度で使用することができる
。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　そこで本発明の照明器具は、開口面を有する筐体と、前記開口面から発光可能に形成さ
れた面状の光源と、前記開口面の少なくとも一つの縁に取付けられ、前記開口面に対して
回動自在に取付けられた反射部とを具備したことを特徴とする。
　この構成により、拡散光が必要なときは、反射部を押し上げ開口面を露呈させることで
、配光でき、集光が必要なときは、反射板を本体に対して傾斜させて配することで、自由
な集光と照度を得ることができる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
（実施の形態１）
　図１乃至５は本発明の実施の形態に係る照明器具を示す説明図である。図１は、この照
明器具を展開した状態を示す斜視図、図２は図１の側面図、図３は、同照明器具の反射部
を回動した状態を示す図、図４は、同照明器具の反射部を更に別の状態に回動した状態を
示す図、図５は、同照明器具の反射部を収納し完全に閉じた状態を示す図である。
　本発明の照明器具は、面状光源１０１として有機ＬＥＤ素子または有機ＥＬ素子が、開
口面１０２全面に形成された筐体１００を備える。また、前記開口面１０２の少なくとも
一つの縁に取付けられ、前記開口面１０２に対して回動自在に取付けられた反射部２００
を備える。ここで反射部２００（２００ａ、２００ｂ）は、筐体１００の中心を対称軸と
して、対向するように２個配置されている。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　ここで器具本体としての筐体１００は薄型の箱型を有しており、天井に取り付けられ下
面には枠部を持つ開口面１０２を有している。そしてこの開口面１０２には有機ＬＥＤ素
子または有機ＥＬ素子が設けられ、面状光源１０１を構成する。そして、反射部２００は
、それぞれ支持部２０１によって支持せしめられている。この支持部２０１は、筐体１０
０の端縁に取り付けられた第１の回動軸２０２と、反射部２００の端縁に取り付けられた
第２の回動軸２０３とを有し、筐体１００の開口面１０２に対する反射部２００の角度を
調整可能に形成されている。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　この第１回動軸２０２は筐体１００を貫通して筐体の側面に取り付けられている。第１
および第２の回動軸２０２、２０３には、適度な制動機構が内蔵されており、回動範囲内
であれば、任意の角度で保持することが可能である。よって光の反射方向を制御すること
ができるので作業面の位置が変化しても対応可能である。
　そして更に、支持部２０１は各反射部２００（２００ａ、２００ｂ）に対してそれぞれ
、相対向する位置に２個づつ設けられ、反射部２００を安定に支持している。ここでは奥
に位置するため、図示を省略する。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　なお、この面状光源１０１は、開口面１０２と略同じ形状の発光面を有しており、反射
部２００は、内側面が反射面２０４を構成すると共に外側面も反射面２０５を構成してい
る。
　また、支持部２０１は、両端に第１および第２の回動軸２０２と２０３とを挿通する穴
を有している。そして、反射部２００は２部品からなり、完全に開いた状態では、筐体の
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開口面１０２とほぼ同一面となるように構成され、１部品が筐体の下面の半分となってい
る。さらにまた、反射部２００の側面には支持部２０１の一端にある第２の回動軸２０３
が挿通される挿通穴が形成されている。
　そしてこの挿通穴は図５に示すように、反射部２００を並べて配置した時に当接する側
面に設けられ、筐体の側面と近接する位置に設けられる。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２３】
　ここで面状光源に用いる光源としては、有機エレクトロルミネッセンス（ＥＬ）素子、
有機ＬＥＤ素子のほか、無機ＬＥＤ素子、蛍光灯等を用いることができ、特に制限される
ものではないが、面状発光装置を薄く形成でき、光色の可変性に優れる有機ＬＥＤ素子な
どのＬＥＤ素子が好ましい。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３６】
　１００　筐体
　１０１　面状光源
　１０２　開口面
　２００（２００ａ、２００ｂ）　反射部
　２０１　支持部
　２０２　第１の回動軸
　２０３　第２の回動軸
　２０４、２０５、２１１　反射面
　２１２　非反射面
【手続補正９】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図１
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図１】

【手続補正１０】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図６
【補正方法】変更
【補正の内容】

【図６】

【手続補正１１】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図７
【補正方法】変更
【補正の内容】

【図７】

【手続補正１２】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図８
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図８】

【手続補正１３】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図９
【補正方法】変更
【補正の内容】

【図９】
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